
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年８月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 灯浮標損傷 

発生日時 平成２９年１０月２５日 １５時２９分ごろ 

発生場所 香川県坂出市与
よ

島西方沖（水島航路第６号灯浮標） 

 鍋
なべ

島灯台から真方位２８９°１,７５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２３.３′ 東経１３３°４８.３′） 

事故の概要 貨物船せいかい丸は、北北西進中、灯浮標に接触し、灯浮標が損傷

した。 

事故調査の経過 平成２９年１２月８日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 せいかい丸、４９９トン 

 １４２４８１、有限会社久万海運 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 なし 

灯浮標 レーダーリフレクターが脱落、防護枠等に曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向  北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、水島航路第６号灯浮標付近の潮流 東流、 

流速 約１.７ノット（kn） 

 事故の経過 本船は、船長ほか４人が乗り組み、船長が単独で船橋当直につき、

約１３kn の対地速力で自動操舵により、岡山県倉敷市水島港玉島地区

に向けて与島南西方沖を北北西進した。 

船長は、東流の潮流による圧流を予想して予定の針路より５°左方

に向け、右舷船首方の水島航路第６号灯浮標と安全な通過距離を保っ

て航行することができると思ったので、しゃがみ込み、前方が見えな

い姿勢で水島ポートラジオとＶＨＦ無線電話の交信を行った。 

本船は、船長が、交信を終えて立ち上がり、前方を見たところ、右

舷船首方至近に水島航路第６号灯浮標を認め、直後に同灯浮標に接触

した。 

分析 本船は、東方に圧流される状況下、与島西方沖において北北西進

中、船長が、前方が見えない姿勢でＶＨＦ無線電話の交信を行い、前

路の見張りを行っていなかったことから、水島航路第６号灯浮標に接

近する状況で航行していることに気付かず、同灯浮標に接触し、同灯

浮標が損傷したものと考えられる。 

船長は、予定の針路より５°左方に向け、水島航路第６号灯浮標と

安全な通過距離を保って航行することができると思ったことから、し

ゃがみ込み、前方が見えない姿勢でＶＨＦ無線電話の交信を行ってい



 

たものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、東方に圧流される状況下、与島西方沖において

北北西進中、船長が、前方が見えない姿勢でＶＨＦ無線電話の交信を

行い、前路の見張りを行っていなかったため、水島航路第６号灯浮標

に接近する状況で航行していることに気付かず、同灯浮標に接触した

ことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・灯浮標等の近くを航行中は、ＶＨＦ無線電話で交信を行う場合で

あっても、周囲の見張りを怠らないこと。 

・潮流に圧流される状況下においては、圧流量を適切に勘案して針

路を定めること。 

 


